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海南消告示第３１号 

 

令和６年度海部南部消防組合人事行政の運営等の状況について 

 

海部南部消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１８年海

部南部消防組合条例第１号）第５条の規定に基づき、令和６年度（一部項目につ

いては、令和７年４月１日現在）における海部南部消防組合人事行政の運営等の

状況について、次のとおり公表します。 
 

令和７年１１月２８日 
 

海部南部消防組合 

管理者 加 藤 光 彦 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の任免に関する状況 

区分 
令和６年４月１日～ 

令和７年３月３１日 
令和７年４月１日 備  考 

退職者数 ５名 ０名 
定年退職３名 

自己都合２名 

採用者数 ４名 ２名 競争試験 

再任用者数 ３名 ５名 継続任用 
 

（２）職員数に関する状況   再任用短時間勤務職員を除く。 

部   門   別 令和７年４月１日現在 

消防本部 

消防長 １名 

総務課 ６名 

予防課 ７名 

消防課 

１０名 

うち、６名派遣 

（名古屋市消防局総務課、名古屋市消防局

消防課、弥富市役所防災課、飛島村役場総

務課、名古屋市防災指令センター２名） 

消 防 署 

消防署（本署） ４９名 

北分署 ２２名 

南出張所 １０名 

計 １０５名 

２ 職員の人事評価の状況 

職員の執務について勤務成績を的確に把握し、公正な評価を行い、もってこ

れを職員の能力開発及び人材育成に活用し、適正な人事管理を図ることを目的
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に人事評価制度を導入しています。 

 

３ 職員の給与の状況 

令和６年度中職員の給与状況 

職員数 給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計 

１０８名 ４０３，０８０千円 １２２，６９７千円 １７３，３８８千円 ６９９，１６５千円 

注）職員手当には、退職手当を含みません。 

１人当たり給与費 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

４，８６８千円 ３１１千円 ４０６千円 ３９．６歳 

注）１人当たり給与費及び平均給与月額は、給料及び職員手当（期末・勤勉手当

を除く。）の合計額です。 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

１週間当たり

の勤務時間 

毎日勤務者 
３８時間４５分 

交替制勤務者 

勤務時間 

毎日勤務者 

７時間４５分／日 

始業時刻    ８時３０分 

終業時刻   １７時１５分 

交替制勤務者 

１５時間３０分／当務 

始業時刻    ８時３０分 

終業時刻  翌日８時３０分 

休日 土曜日、日曜日、祝日、国民の休日、年末年始 

休暇 
年次有給休暇、病気休暇、特別休暇（忌引・夏季・ 

結婚・出産・育児・養育等）、介護休暇 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分  なし 

（２）懲戒処分  停職１名 

 

６ 職員の休業の状況 

（１）育児休業  なし 

（２）部分休業  なし 
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７ 職員の服務の状況 

地方公務員法及び海部南部消防組合条例等の規定に基づき、義務規定・禁止

規定の遵守 

 

８ 職員の退職管理の状況（令和７年３月３１日現在） 

区分 退職者数 

再就職先 
再就職者

合計 再任用職員 嘱託職員 
その他団体

(民間企業等) 

部長相当職      

次長相当職      

課長相当職      

合計 ０名     

 

９ 職員の研修の状況 

研  修  先 研修数 研修者数 

救急救命研修所 １ １名 

愛知県消防学校 １２ １６名 

消防大学校 １ １名 

市町村振興協会研修センター ２２ ３９名 

海部地区市町村職員研修 ４ １０名 

救急救命士関係 病院実習 １９ １９名 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）健康診断 

ア 全職員に対し、定期健康診断実施 

イ 救急業務（支援業務を含む。）に携わる職員に対し、感染症抗体検査実施 

ウ 感染性患者搬送時患者等に接触した職員に対し、感染症検査実施 

エ 深夜業務に従事する職員に対し、深夜業務従事者健康診断実施 

（２）愛知県市町村職員共済組合に加入し、同組合による保険等の短期給付事

業、年金等の長期給付事業並びに保健、貯金及び貸付等の福祉事業実施 

（３）職員の災害補償 

ア 公務災害認定件数 ２件 

イ 通勤災害認定件数 ０件 

 

１１ 消防職員委員会の状況 

消防職員委員会制度は、消防職員からの意見を幅広く求めることにより、

消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務に職員の意見を反映しやす

くすることにより、職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資す
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ることを目的としています。令和６年度は９件の意見が提出され、１回開催

しました。消防職員委員会の審議結果は、委員会意見書として消防長に提出

され、消防長は当該意見を尊重して処置し、処置の結果の要旨を職員に周知

しました。 

 

提 出 意 見 の 区 分 提出意見数 審議意見数 

勤務条件及び厚生福利関係 ６件 ６件 

被服及び装備品関係 １件 １件 

設備、機械器具その他の施設関係 ２件 ２件 

 

１２ 公平委員会等の業務状況 

内    容 
勤務条件に関する措置

の要求 

不利益処分に関する不

服申立て 

新規 ０件 ０件 

前年度からの繰越 ０件 ０件 

終了 ０件 ０件 

注１） 「勤務条件に関する措置の要求」とは、公平委員会に対し、職員が

給与・勤務時間などの勤務条件に関して、組合が適切な措置を講ずる

よう要求できる制度です 

注２） 「不利益処分に関する不服申立て」とは、職員が懲戒処分などの不

利益処分を受けたことに不服があるときに、公平委員会に対し不服申

立て（審査請求）ができる制度です。 

 

むすび 

以上、人事行政の運営状況について説明しました。 

令和６年度は、１件の不祥事により、住民からの消防に寄せられる信頼は

大きく失われました。この危機的な状況を十分に認識し、失った信頼を取り

戻すため、職員一人一人が海部南部消防組合職員としての自覚と誇りを持ち

責任ある行動に努めていきます。 

また、今後も職員研修等の教育訓練を通じて災害対応能力の向上に努め、

職員に対する職場環境をより良いものに改善するよう努力するとともに、地

域住民の安全を守るという消防の使命を常に念頭に置き、住民の皆様の負託

に応えていきます。今後一層、住民各位の御理解と御協力を切にお願い申し

上げます。 

 

 


